
議案第101号

三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて､地方自

治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成17年11月18日

三朝町長　　吉　田　秀　光

平成1 7年1用‖ 8El原審可決

三朝町議会議長教団武文



三朝町条例第　　号

三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改めるo

改　　　正　　　後

つい ��c���*�.y�c���-ﾈ,R�姥ﾙwｸ詹9b��

第9条第~1項及び第2 

3扶養手当の月宅 

次条 �,H,ﾓ�2ﾃS��苓���

人ま �,�*�*(,J)Wﾙwｸ嗷�

配偶 �,X,�,(*(,H,ﾘ+ｸﾜｲ�

円､ 倆(*ｨ*�.��ｨﾘx,��ﾒ�

ては ��X醜,僭ｨｿH�(*ｨ��

000 免ﾂﾆF��冷唏+ｳ��

円とするo 

第4項以下略 第10条から第19条ま 

改　　　　正　　　　前

第1条から第8条まで　略

(扶養手当)

第9条第1項及び第2項　略

3　扶養手当の月額は､前項第1号に該当する扶養親族に

ては13,000円､同項第2号から第5号までの扶養親族(

において｢扶養親族たる子､父母等｣という｡ )のうち2

でについてはそれぞれ6,000円､職員に扶養親族でない

者がある場合にあってはそのうち1人については6,500

職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人につい

ll,000　円)､その他の扶養親族については1人につき　5

円とする｡

第4項以下　略

第′10条から第19条まで　略

略

前項第1号に該当する扶養親族につい

同項第2号から第5号までの扶養親族(次条

親族たる子､ 父母等｣という｡ )のうち　2人ま

れぞれ　6,000　円､

あってはそのうち

職員に扶養親族でない配偶

1人については6,500円､

ない場合にあってはそのうち

の他の扶養親族については

1人については

1人につき　5,000



(勤勉手当)

第20条第1項　略

2　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額に､任命権者が町長の定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする｡この場

合において､任命権者が支給する勤勉･手当の額の､その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は､それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない｡

(1)　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職

し,若しくは失職し､又は死亡した職員にあっては､退職

し､若しくは失職し､又は死亡した日現在｡次項において

同じ｡)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に

100分の　72.5(特定幹部職員にあっては､ 100分の　92.5)を

乗じて得た額の総額

(2)　前項の職員のうち再任用職員　当該再任用職員の勤勉

､手当基礎額に100分の37.5(特定幹部職員にあっては, ⊥旦旦

分の47.5)を乗じて得た額の総額

第3項以下　略

第21条以下　略

(勤勉手当)

第20条第1項　略

2ー　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額に､任命権者が町長の定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする｡この場

合において､任命権者が支給する勤勉車当の額の､その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は･､それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない｡

(1)　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職

し､若しくは失職し､又は死亡した職員にあっては､退職

し､若しくは失職し､又は死亡した日現在｡次項において

同じ｡)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に

100分の　70(特定幹部職員にあっては､ 100分の　90)を乗じ

て得た額の総額

(2)　前項の職員のうち再任用職員　当該再任用職員の勤勉

手当基礎額に100分の35(特定幹部職員にあっては､此全

史｣旦)を乗じて得た額の総額

第3項以下　略

第21条以下　略



別表第1 (第3条関係)

行　政　職　給　料　表

職員 の区 分 ��Yk��,ﾈｸ��1級 �(ｸ��3級 滴ｸ��5級 塗ｸ��7級 嶋ｸ��

号給 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 

再 任 用 職 負 以 の ���円 ���円 ���円 ���円 ���

- 辻�iBi_星組 犯犯､)%R�墨旦L姐旦 �(-XﾜX塊�旦ZiilgB �%X及=俚��

2 �ｩIy�h+Y%Y%Y%R�ij弘之坦 又$&�&僮r�蓑も一迫旦 �.i%Y.h�5�%Y%"�呈旦姐 �%Y%Y.h�9�ｲ�迎L坦旦 

3 侭%X脚�止む旦旦9 又$&�$$"�旦旦む製旦 �)%Y.h�9%Y%2�旦ヱ迅旦 ���4ｦ､$"�旦L亘上製旦 

4 末沸�%YT2�iBBL蔓99 佗ﾙ%Y�ik｢�旦生星L旦姐 兔��8�ｹ%Xﾇﾒ�旦旦旦LAgb 佗ﾗY%Y%R�姐を｣建旦 

5 ��8ﾖ8ﾔ��%R�上旦旦適坦 �&从襌Lr�BBiJBB ��H-�%YhB�BBiJigB �&氾3湯�艶旦坦 

6 ��8ﾖ2e�%Y%"�上里41旦坦 抹ｨｨ褸ﾇﾙ%R�旦坦⊥担 �.h9�?�(ｸﾅ��迎旦遁坦 ���.h�ｹ�ｹIr�姐旦⊥旦姐 

7 僮x�Tﾈ�9%Y%R�旦旦旦L坦旦 �%Y.i%S���%Y%R�旦旦墨⊥五匹 �.hﾗｨ+X-ﾉ%Y%R�旦旦旦L旦坦 �%YZY%Y%2�鎚旦遡 

8 �7�%Y%Tﾉ%Y%2�週旦Li旦旦 �%X虐�%Y%R�BIBiEga 兢9%X�ｵ�ｨﾛ��旦!且｣旦旦 �%Y�h�)�"�旦旦旦｣戯 

9 迄9�%Tﾈ懐%R�呈辺上旦姐 �&��ﾆ�%Y%R�旦坦L旦埋 兔�.��%)%R�旦星旦LA姐 �9��ｹ%Y%2�婁むi坦 

10. 末ﾄ�����LiiLi99 �%Y�i%Tﾄ�%2�19旦J迎 �%Xﾖ8ｨ襌%Xﾇﾒ�呈旦L担旦 ���-�9�¥r�旦旦虹二乙建 

ll ���9��h��ii8L399 �%Xﾔ�9%X昶�迎虹生旦旦 冉�%X�ｹ%2�旦ま昼⊥旦姐 �y%S�8i%2�BBiLBBB 

12 ��dﾈ9�z"�姐呈迅里 �,�%Z9%9%R�9旦L迦 �%Y��9��ｸ��旦旦旦⊥旦廻 丿yutｨ昶�ま99⊥週 

13 又&峰$$"�aZL399 �$$&�$$"�弘旦Oi9 �%Y%Y�h+Y%Xﾛ��旦弘エ且担 �$&汎�$"�まま⊥旦姐 

14 又&猛�旦旦旦止坦 弌H+Y%Yk｢�旦旦｣生坦 �����$$"�坦揖坦 �%Y%Y.h�88i%2�iiW 

15 又V�ﾃ3�%R�旦旦aJ皇旦旦 �%YItﾅｨ��旦呈L生壁 �%Y�h+X及%R�旦弘⊥_旦坦 �%Y%(�ｹ.hﾇﾒ�4旦旦⊥旦坦 

16 又$ﾄ$$"�_216ijBB �%X及%R�旦旦旦遁娘 �%Xﾔ�$)%R�旦堕｣を旦旦 末t$ｦｩ���41LigB 

17 剪U旦旦遡 �,��ﾈﾇﾙ%R�旦旦迅旦 �%Y%Y%X�ｵ�y%R�旦旦L亘辿 佗ﾙ%Z8,i%"�避AL999 

18 剪U皇旦L迎 ��+X及%R�T339m �%Y%Y%Tﾉ%YhB�迎虹旦OiE ��h+X及%R�姐邑L旦迎 

19 剪U坐LiBB �$&又�%R�旦皇呈｣999 �%Y%Y���%Y%2�旦旦旦｣99 ��i�i%R�坐星とAgB 

20 劔�(.�9%Y%"�塾長⊥呈匙 冰i���ｹ�ｲ�迎｣邑坦 �%Y7�%Z89�%Y%R�坐旦⊥旦些 

別表第1 (第3条関係)

行　政　職　給　料　表

職員 の区 分 ��Yk��,ﾈｸ��1級 �(ｸ��3級 滴ｸ��5級 塗ｸ��7級 嶋ｸ��

号給 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月額 从ｹ{�隗｢�給料月琴 从ｹ{�隗｢�給料月額 

再 任 用 職 負 以 の ���~円 ���円 ���円 ���円 定冷�

- 辻�L8iLi99 儘��｢�旦顎J坦 �%Y%Y%Tﾉ%Y%Y%R�賀旦L旦鎚 �%Y%Y%Tﾉ%Xﾛ��

2 迄脚�ilBLZ99 又&犯穆��呈旦旦L星坦 �.hﾛ��ｹ%"�BBBLagB �'��ﾉ%)%R�旦堕LBBB 

3 又$&�$$R�止し旦坦 �%)%Tﾉ%Y%"�ia⊥旦迎 �)%Y%Tｩ���畳ま長辺 �%Y%)�ｲ�弘旦⊥坦旦 

4 末�%Z9%Xﾛ��埴生｣生壁 �$$$ﾆﾈﾉ｢�廻旦L遡旦 �$#2ﾃ3湯�述む旦匹 �%r�墨ユユ_呈些 

5 末瓶�19旦_星9旦 俟9;繁%Y%"�貴揖些 偖H�%"�旦旦呈上_生旦旦 �%Y7�%Y=�%"�331g99/ 

6 又&氾3坦�1旦旦上旦担 �%X�4ﾈ�ｹ%"�亜旦L旦里 �ｩ%VI%"�迎L腿 �%Y%Y%Tﾈ9�%"�旦亜迅坦 

7 又'T���迎Om �$$&�(ﾅ��旦旦旦L旦坦 �$$&�%Yk｢�弘虹旦些 �%Y��.���%R�旦坦適迎 

8 又)%X鉉k｢�迎卓上_姐旦 �%Xﾇﾘ�ｵ�y%R�旦ヱL腿 �%Y%Y?椅3湯�BB旦遥旦旦 �%Y%X脚�BBLjBB 

9 �7儘�+X-ﾉ%Y%R�旦!且_迎旦 �9i.h8e�����墨も_ヱ姐 �$&汎&vr�319LjBB 兔�9��ｹ�ｹ%R�旦姐 

10 末ﾆ汎$$"�吐出些 �%Y%Y%Y�ｲ�旦坦L旦旦旦 �&�&末僮r�旦旦むユ坦 �%Xﾔ�%Y%Y%R�旦旦虹些旦 

ll 末ﾅr�旦L旦⊥jBB �%Y%Y%Tﾄ�脚�旦吐遡 �33�ﾒ�姐旦坦 僖)%X�ｹLy%R�a9iL39g 

12 侭%Y%Tﾉ%X���Blu旦旦 �%Y%Y?�%Y,��迎旦L旦週 �%Y��.��y%R�_3iLL3亜 ��ﾂ�ﾉ%Xﾛ��旦旦ま｣旦些 

13 又(ｨ�,i%Y%2�弘亜旦 佗ﾙ%Z3湯�旦週エ遡担 �%X�9%Y,��旦堕しエ旦旦 佶ｨ鉉%Y%R�ii旦遡 

14 �,ｨ讖%Y%"�旦弘L週 又ﾆ筈�&"�BBLigB 宝5r�墨も且的 冉�%Y�ﾈ�8��iW 

15 �7�%Y%X�ｹuy¥r�BiiJAq �%r�旦呈旦｣生娘 佗ﾘﾇﾒ�旦邑呈上399 俚�%X�ｸ及%R�堂も_坦旦 

16 ��9f�%Tﾄ�脚�B且L呈旦旦 ��+X及%R�旦蔓も週 �9�%Z9f�%Y%R�過し腿 佗ﾙ���9Ei%2�亜旦1_旦旦旦 

17 �319J迎 ���&�#湯�旦旦ヱ｣ �%Y�9�9j�湯�9旦旦L迎旦_ ��t(�ｹ%X昶�旦旦旦遥坦 

18 剪U生迅旦 �,GY%Y%R��Bi虹坦旦 佗ﾙ4ｸﾇﾒ�廻旦⊥呈些 �%X�9%S�%Y%"�坐臥旦坦 

19 剪R旦⊥旦担 兩ｨ+Y%Xﾇﾒ�廻iLBgB �$$$ﾆ涛��旦旦腿 �%Y7�(�ｹ%Y%"�裏呈上旦坦 

20 剩$&犯�%Y%R�旦生虹迎旦 �%Y%Y?�%X檻�迎旦｣と99 又ﾄ�ﾒ�坐LLjB旦 



職 負 �#�� ��BBi399 �$�ﾉ�i$��旦旦ヱ1ユ班 末t$ﾄ),��iZL_299～ 凛�%X�ｹt�%R� ��職 負 �#�� ��BBBLiAQ �&�$ﾄ$)%R�旦旦旦L墨旦旦 �%Y:j9uy,��主星姐 末�猛� 

22 23 24 -25 26 27 28 29 30 31 32 劔�(+Y.it��.i%Y%X�ｹ%"�$&ﾄ､$"�ﾇﾙ.h�4&t"�ﾇﾙ�f�%X脚�%X栞ﾇﾙ%R�ﾇﾘ脚�&�(�ｹ%YhB�.h�9.h�6ｩ%Y%R��迄ﾇﾙ%R�.h�9%S��ｲ�aiilgB 並｣坦旦 旦互生Li旦旦 遊B⊥旦娘 旦旦aL辺旦 旦旦L旦地 旦旦旦遡 �%Tﾆv��r�ﾇﾔﾅｩ,��%TﾃS�3湯�%X唏8�%Y%2�ui?�%Y%Y%R�迎臥｣を些 呈上｣旦99 む旦▲_旦姐 俟9%Tﾂ�%Y%R�劔22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 劔��%Tﾄﾈﾛ��%Y�(+Y%)%R�9%Y%Tﾈﾇﾙ%R�%Y%Y%Y�ｲ�%Y%Xｩ��ｳ�湯�%Y%Tﾉ%)%R�%X虐�自%Y%"�.h�4ﾉ�%"�&�$ﾄ�t"�%V畔及%R�%Xﾕﾘ�9%Y%R�旦旦旦上旦建 B旦aLQBB 旦巨旦1遡 鼓し旦99 遊旦L鰻旦 逝旦L上担 旦旦AL旦担 �%X9�ﾉ%Y%2�]3��%X脚�%X丘�9%Y%R�%X�)%Y%Y%R�¥��ｸ鉉%2�姐旦坦 ii3iBBB 吐む_辺9 僖(9��:9�ｲ�

再任 用職 負 ��14旦⊥旦姐 末�?慰�%R�Bi姐 �%Y%X皦�9%Y%2�旦旦旦1旦担 �%Y%Tﾉ%Y%2�旦坦⊥遡 �%Y%X脚�剄ﾄ任 用韓 負 ��1遡上旦旦 ��.���ik｢�呈上旦上一越 �%Y%S��89�%Y%R�旦姐_旦娘 �$$%"�呈旦U旦旦 涛6汎(昶�

附　則

(施行期日)

1　この条例は､平成17年12月1日から施行する｡

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2　この条例の施行の日(以下｢施行日｣という｡)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給

料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は､町長が別に規則で定める｡

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることと
､



なる期間については､その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において､町長が別に

定めるところにより､必要な調整を行うことができる｡

(職員が受けていた号給等の基礎)

4　前2項の規定の適用については､職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は､改正前の三朝町職員の給与に関する条例及

びこれに基づく別に定める規定に従って定められたものでなければならない｡

(委任)

5　附則第2項から前項までに定めるもののはか､この条例の施行に関し必要な事項は､町長が別に定める｡

(三朝町職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

6　三朝町職員の給与の特例に関する条例(平成16年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下｢追加号｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加号を除く｡)に改める｡

改　　　　正　　　　後 改　　　　正　　　　前

第1条　略

(職員の給与の額の特例)

第2条　平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下｢特

例期間｣という｡)における給料表適用職員の給料月額は､職員給与条

例第3条､第4条及び第4条の2の規定にかかわらず､これらの規定に

より定められた額(第3項において｢給料基礎額｣という｡)から当該

額に次の各号に掲げる期間について､当該各号に掲げる率を乗じて得た

額(当該額に1円未満の端数が生じたときは､これを切り捨てた額)杏

減じた額(以下｢算定基礎額｣という｡)とする｡

第1粂　略

(職員の給与の額の特例)

第2条　平成17年4月1日から平成18年3月31日までの開く以下｢特

例期間｣という｡)における給料表適用職員の給料月額は､職員給与条

例第3条､第4条及び第4条の2の規定にかかわらず､これらの規定に

より定められた額(第3項において｢給料基礎額｣という｡)から当該

額に100分の5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたとき

は､これを切り捨てた額)を減じた額(以下｢算定基礎額｣という｡)

とする｡



し ＼


